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香 川 県 内 水 道 事 業 の 概 要
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項 目 数 値

水道事業 上水道 １６
簡 水 １５
用 供 ２

給水人口
（H４２予測）

９６．６万人
（８８万人）

水道普及率 ９９．４％
基幹管路の
耐震化率
（全国平均）

１５．６％

（２３．６％）

香川用水
受水比率

４８．９％

水道料金
家 庭 用
２０㎥使用
１月（税抜）
[H２９．４]

最低
２，５７０円
最高
４，１９５円

香川県の主な指標
○人 口 976,263人 （全国第３９位）
○県土面積 1876.72㎢ （全国第４７位）
○可住面積比率 ５３．６％（全国第１０位）
○人口密度 520.2人 （全国第１１位）
○年間降水量 1209.5ｍｍ （全国第４２位）



県内水道事業の課題と広域化の効果

◎現況と課題
Ø 人口減少による給水収益の減少
Ø 施設の老朽化による更新需要の拡大
Ø 従事職員の高齢化による退職者増
Ø 全国平均を下回る施設耐震化
Ø 施設整備水準や水道料金の格差
Ø 香川用水の取水制限の頻発化

（求められる対応）
➡ 業務の効率化，経営基盤の強化
➡ 施設の計画的な更新
➡ 職員数の最適化と技術の継承
➡ 早急な耐震化の推進
➡ 施設整備水準やサービスの平準化
➡ 香川用水の取水制限等への対応

県 内 水 道 事 業 の 広 域 化

◎期待される効果
Ø 計画的・効率的な施設整備による更新費用削減
Ø 業務の共同化や事業規模拡大による効率的な人員配置や人材育成
Ø 水源の一元管理や管理体制の充実による安全な水道水の安定供給
Ø 組織規模の拡大による災害時の危機管理体制の強化，利便性の充実
⇒ 広域化により、運営基盤の強化や住民サービス水準の向上を図る
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H20 •県及び市町水道担当者による水道広域化勉強会を開始

H21 •トップ政談会（知事と市長・町長で構成）において水道広域化が議題に

H22 •水道関係有識者で構成する香川県水道広域化専門委員会の設置

H23

•香川県水道広域化専門委員会から知事へ「県内水道広域化・一元化」を提言

•知事及び８市９町長で構成する香川県水道広域化協議会の設置

H24 •香川県水道広域化協議会における中間とりまとめ

H25 •香川県広域水道事業体検討協議会の設置（県及び８市８町で構成）

H26 •香川県広域水道事業体検討協議会が水道広域化に関する基本的事項をとりまとめ

H27 •香川県広域水道事業体設立準備協議会（法定協議会）設置（県及び６市８町で構成）

H2８ •香川県広域水道事業体設立準備協議会へ新たに２市が加入（県及び８市８町で構成）

H2９ •知事及び８市８町長が「香川県水道広域化基本計画」等に合意し、基本協定を締結（８月）

香川県における水道広域化の検討経緯

３



香川県水道広域化基本計画の概要

組織体制等 財務運営等

○組織形態は企業団とし、設立時の企業
長・副企業長は、構成団体の首長から
選任

○企業団議会（議員定数27人）を置き、
議員は構成団体議員から選出

○管理運営上の重要事項を協議するため
構成団体首長を委員とする運営協議会
を設置

○設置当初は構成団体から企業団へ職員
を派遣するが、順次、身分移管や企業
団での新規採用を実施

○平成39年度まで、旧事業体ごとに区分
経理を行い、費用収益のバランスを確
認しながら水道料金を設定し、内部留
保資金を料金収入の50％程度、企業債
残高を料金収入の3.5倍以内となるよう
財務運営

○区分経理期間中、平均改定率10％を超
える料金改定を回避するために一般会
計から繰出

○各事業体の事業用資産、資本及び負債
は、企業団に引継
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香川県水道広域化基本計画の概要

施設整備等 その他

○事業基盤を強化し、広域的な水融通を
円滑に行うために必要な広域的施設を
整備

○更新基準を設定し、施設の重要度や優
先度、事業の平準化等を考慮した更新
整備事業計画を策定

○施設能力や配水区域等で合理的・経済
的な施設は継続して運用、整理できる
施設は運用を休廃止し更新需要を抑制

○事業等を着実に実施するため、生活基
盤施設耐震化等交付金を活用

○各事業体の運営している簡易水道事業
は、企業団設立までに上水道事業に統
合し、県が運営している工業用水事業
は、企業団において、水道事業会計と
別会計にて運営

○企業団において下水道事業の移管は受
けないが、一元的に処理することが可
能な業務は、市町からの委託を受けて
実施
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事業開始時 平成32年度～ 平成40年度～

○財務システム、設計積
算・工事検査業務、水質
検査計画の統一

○旧事業体単位で事務所を
設置し、区分経理を実施

○人事給与システム、入札
参加者名簿の統一（31年
度から）

○事務所を県内５か所の
ブロック事務所に集約

○料金、給水工事システ
ム等の統一

○検針・調定・収納の取
扱の統一

○入札・契約制度の統一

○旧事業体ごとの財務基
盤（内部留保資金・企業
債残高）を一定基準の範
囲内に調整（39年度ま
でに）

○区分経理を終了し、
水道料金等を統一

香川県水道広域化基本計画の概要
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平成２９年 ９月 県議会・市町議会において企業団設置議案を議決
～１０月

１１月 香川県広域水道企業団（仮称）設置
（総務大臣許可後）

平成３０年 １月 企業団議会（第１回）を開催
～２月 （企業団条例・平成３０年度予算等を審議）

３月 水道事業創設認可（厚生労働大臣）

４月 企業団において水道事業開始

香川県水道広域化の今後のスケジュール
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御清聴ありがとうございました
飯野山（讃岐富士）

讃岐うどん

広域水道事業体設立準備協議会

香川用水
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